
公告内の表中１６－（１５）（各施設上限額を超過した際の入札無効）について 

 

表題の箇所については、以下のとおりです。 

・入札に際して、「各施設上限額」が設定されています。 

・内訳書における「各施設毎の賃貸借金額」が市で設定した「各施設上限額」を超過し

た場合、その入札は無効とします。 

・入札額が予定価格内の場合でも、上記に該当する入札は無効であるため、落札者を決

定するための入札額の比較の対象とはなりません。 

・市で設定した「各施設上限額」については、開札結果と併せて事後公表します。 

＜参考＞ 

「各施設上限額」の超過の判定は赤枠内の金額にて行います。 
これを、全施設について判定します。


